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事業レビュー発言要旨 

【コーディネーター（コ）、審議員（審）、市民評価員（市評）、市担当（市担）】 

意見又は質問 質問に対する回答 

（コ） 

支所機能の集約化ということと公民館のコ

ミュニティーセンター化と、この２つが現

在のところの市の考え方でした。支所機能

の集約化というのは、これは主に効率化、

税金をどういうふうに使っていくかという    

今年間１２億かかってる、特に人件費がか

かる部分を節減して新しいニーズ、地域包

括支援センター、あんしん長寿相談所など

の増設に回したいということでした。 

昨日、我々審議員は支所に行って少しお伺

いをしたんですが、何の手続で何が必要か

もわかんないような方でも親切丁寧には対

応されていました。そういう意味でも人手

がかかるという話がありました。 

公民館をコミュニティーセンター化にとい

うのは、基本的に変わらず、皆さんのサー

クルなどには今までどおり使えるけども、

公民館という縛りよりもう少し柔軟な施設

に改めて、また、行政が運営をするんじゃ

なくて地域で運営ができる施設に変えてい

こうということです。 

ここで言う地域というのは何か組織が既に

あるのか、それとも新しくつくられるのか、

想定されているものはあるんでしょうか。 

（市長） 

他都市では、まちづくり協議会という、多

くの団体の方が入られたものをつくられて

います。学区単位でまちづくり協議会をつ

くるということを想定しています。今大津

市では、そういった協議会があるところも

ありますし、ないところのほうが多いと思

います。 



（審） 

社会教育法という法律があって、その法律

に基づいて公民館というのはできていて、

公民館には館長とか主事とかその他必要な

職員というのを置くことになっていて、こ

れは教育委員会が任命するというようなた

てつけに現在はなっています。それがコミ

ュニティーセンターにするとどういうふう

になるのかの説明が必要である。 

（市担） 

コミュニティーセンターになりますと、社

会教育法の制約がなくなるということで、

今考えてますのは、まちづくり協議会に指

定管理者として運営を任させていきたいと

考えています。まちづくり協議会ですので、

地域の皆さんがまちづくり協議会をつく

り、自分たちでルールを決めていただける

ようになると思っています。例えば、開館

時間を何時から何時にするとか、部屋の使

い方も、いろんな団体に貸すとかそういう

ことができてくると思っています。 

（市担） 

公民館長は支所長が兼務をしているので大

津市の職員です。ただ、全てが正規ではな

いんですけれども、ほとんどが正規職員で

す。 

  

（審） 

コミュニティーセンターとなることで、そ

の方がいなくなるということですね。 

（市担） 

はい。 

（コ） 

法の制約って、あとほかに何があるんです

か。 

（市長） 

今よく具体的に市民の皆様からお聞きする

こととしては、２つほどありまして、１つ

は皆さんが飲食のために集まるということ

はできないので、飲食店がない地域からは

そういうこともできるようにしたいなとい

うこと。 

 もう一つは、公民館の使用料というのは

市の条例で定められています。しかしなが

ら、それを減免する基準がありまして、減

免する基準を満たすためには一定公益に資

するような活動をする必要がありますが、

その活動が結構大変だということをお聞き

をします。 

今後はそういう利用料も地域で定められま

すので、地域でこの公民館を使ってお金を

稼がれて、地域では一定のものについては

無料にしようとか、地域で工夫ができて、

今みたいに活動しないと減免できないとい

うことではなくて、より自由にということ

があります。 

（審） 

公民館の設置数は、人口、面積あたりなど

の基準はありますか。公民館がゼロになっ

ても法律上は問題ないですか。 

（市長） 

法律上は特に決まりがありません。滋賀県

内の他都市でも公民館が一つもないところ

もあります。 

（審） 

社会教育法では、公民館は、定期講座、討

論会、図書記録、体育・レクリエーション、

団体機関等に連絡をとるなどを行うことに

なっている。実際はもう少し緩やかに運用

（市担） 

はい、それで結構です。 



されているという、そんなイメージを持っ

ていますが、それでよろしいですか。 

  

（コ） 

公民館のよりコミュニティーセンターのほ

うがいいのではないかというのが市の提案

で、現在はそういう意味では、公民館は貸

し館、人に時間を決めてサークルなり個人

に貸し出す場所ということで、公民館独自

の講座とかは余りやられてないという理解

でいいですか。 

（市担） 

公民館には生涯学習専門員という職員がお

ります。その生涯学習専門員が講座の企画

をして、例えば今月はこういう講座をしま

すということはやっております。ただ、私

どもが考えておりますのは、地域でコミュ

ニティーセンターとして使っていただくこ

とで、地域の生涯学習を全く無くすのでは

なく、例えば、私たちの地域の課題はとて

も高齢者の方が多いということで、高齢者

向けの講座、もっとこんなことしましょう

とか、講師の先生は誰を呼ぶのかなど、皆

さんで考えていただいたり、皆さんのニー

ズに合った講座をしていただけると考えて

います。今ですと大津市から公民館に職員

を配置してますが、地域にはいろんな経験

とかお持ちの、社会教育にたけた方もいま

すので、そういった方をうまく活用してい

ただけると思っています。 

（コ） 

今も地域ごとに講座は企画しているが、地

域で運営されることで、さらに地域のニー

ズに合った講座もできるのではないか。そ

の費用なども含めて地域にお願いするとい

うイメージですか。 

（市担） 

はい、そうです。 

（審） 

公民館を持つメリットは何かありますか。

例えば建設のときに国から補助金があった

のか。 

（市担） 

そうです。ただ、もともと歴史的に、生涯

学習というより社会教育ということだった

と思います。行政が地域の皆さん、社会人

の方のために教育をする場であり、徐々に

生涯学習、地域の住民の方が自ら学ぶ場へ

変わってきていると思います。 

（審） 

支所の機能について、昨日の視察では、相

談し、手続をどうしたらいのか、という方

が割と多かった。先ほど市長が説明された

支所のない地域の代替手段として、コンビ

ニエンスストアでの証明書発行、公共料金

の納付、行政福祉申請ポスト、それは、わ

かる人であれば大丈夫ですが、わからない

人に対しては、定期的な巡回相談がある。

今３６カ所支所がありますが、３６カ所に

巡回するのか、月一回程度なのか、集約化

した所に定期巡回し、そこに来てください

とするのか、具体的に教えてください。 

（市長） 

１０カ所の支所が残ることしています。そ

の１０カ所というのは、３６カ所のうち大

津市をブロックに分けまして、大きな地域

ごとに７カ所、非常に交通が不便な場所３

カ所ぐらいを予定していて１０カ所。その

１０カ所は今と変わらず、いつ行っても人

がいるということです。そうすると、３６

カ所のうち２６カ所はどうなるのかという

ことで、２６カ所については巡回相談を検

討しています。ただ、今はまだ回数という

ところまでは検討は進んでいない。実際に

どれくらい相談に来られる方がいるかを１

度調査もしましたし、例えば週１回なのか

どれぐらいなのかということを検討してい



ければと思っています。 

（市評） 

高齢化が進んでいてすごいお金が大変にな

る、だから人を減らそうという話で、公民

館もコミュニティーセンターにするという

話ですが、結局３６カ所を１０カ所にする

ことによって幾ら安くなって、その分をあ

んしん長寿相談所に幾ら使うのかについて

教えていただきたい。 

（市長） 

費用の総額は１２億円です。建物はしばら

くそのまま残りますので、人件費の１０億

円がどれぐらい減るかということです。１

０カ所にした場合に、何人の人を置くかと

いうことを最終的に全て想定してるわけで

はないので、金額はまだお示しはしていな

いです。 

 もともと、人数によって全く変わってき

ますが、想定していた金額は４億２，００

０万円の削減、あくまで目安として考えて

います。 

（市評） 

あんしん長寿相談所を３カ所増やすのは幾

らかかるんですか。 

（市長） 

今手元に資料がないですが、あんしん長寿

相談所だけではなく特別養護老人ホームな

ども含めてと考えています。 

（市評） 

マイナンバー制度で事務の合理化が図れる

と、そうすれば役所の業務もかなり削減さ

れると期待をしていたんですが、支所の常

駐職員との関連で今後どういう取り組みに

なりますか。大津市としてはどのような取

り組みをしていくつもりなんでしょうか。

その関連性についてお伺いします。 

（市長） 

ご指摘のとおりだと思います。今大津市で

はマイナンバーカードを持っている方、大

体１０％ぐらいです。マイナンバーカード

があるとコンビニで証明書をとれたりしま

すがそんなに多くないです。今後はそうい

うものを活用するのはすごく大事なことな

ので、より多くの方にマイナンバーカード

を持っていただけるようにということがあ

ります。 

 国全体の方向性としては、マイナンバー

カードを持つまでもなく、マイナンバーと

いうものでいろんなシステムを組み合わせ

て、証明書を添付しなくても市の内部で確

認できるように、もう証明書がなくても手

続ができるようにしようという国全体の大

きな方向性があります。 

（審） 

マイナンバーカードですが、行政が積極的

に勧めないと、自分からマイナンバーカー

ドを作ろうとは思わない。お店ではポイン

トカードいかがですかと積極的に推奨して

くれるので作る。行政も来られた人全員に、

マイナンバーカードお持ちですか、いかが

ですか、こちらにご記載いただければお送

りしますみたいな、それぐらいしないと、

なかなかマイナンバーカードが普及してい

かないと思っています。 

  

（市評） 

私、近所の皆さんから聞いてきました。こ

のような会があることを誰も知りませんで

した。そのときに、このテーマが４つ目に

あると言ったら、皆さんから反対してきて

（市長） 

今ご意見をお聞きした上で、よりよい案と

いうものをつくろうと思っています。いろ

んな場所でお聞きしたご意見をもとに、よ

りよい案を作っていきます。 



と言われました。結局、支所をなくすとい

うことは市民からの声ですか、市側の声で

すか、どちらですか。 

（市評） 

提案して、皆さんが反対であるならばもと

に戻るんですか。 

  

（市評） 

はい、お願いしたいと思います。 

このことで４億２，０００万を削減せずに、

節税、それをどこかでできないんですか。

人員を減らされたらいいと思います。でも、

やはりセンターというのは私たちの中心と

なるものがあるような気がします。それが、

住人の中で勝手にしてください、自治会で

してくださいというのは。私たちの気持ち

の中には、今までそこで健康推進委員やい

ろんなことを活動してきた人間がいまし

た。やはりそのまま支所を置いといていた

だいて。もちろん建物が壊れてきたら、そ

のことは問題があると思います。古くなっ

たときに大津市で修繕できないということ

になったときは、そのときは、大津市であ

ったり私たちであったり住民で相談された

らいいです。けれど、私は市民がこれをな

くしてくれと言うのならその方向で考えた

らいいと思いますけど、恐らく嘆願書も出

ました。あちこちで市長さんがお話になり

に行きましたら、その結果反対の意見が多

分多かったと思います。その中で私たちは、

結局やめてほしいとしか言うことがないん

です。ですから、やっぱり税金は平等に使

っていただきたいと思います。だから、も

ちろん赤ちゃんも幼稚園児もいるんですけ

ど、老人が今一番センターというところを

希望している。私もマイナンバー持ってま

す。しかし、これどうしたらいいのかなと

聞くときに誰に聞くんですか。やっぱり、

支所の方にこれと、これと、これが要りま

すという対面で対応してくれる優しい役所

にしていただきたいと私は切に思います。 

（市長） 

そうですね。ご意見ありがとうございます。

是非、今みたいなご意見のどういうところ

に皆さんが反対される理由があるのかとい

うところをお伺いしたいと思っています。

やはり気持ちの問題、不安になるというと

ころもすごく今お話しいただきましたし、

また具体的に対面の対応が要るのではない

かということもありました。そういったと

ころについても巡回相談でどれぐらいそこ

がカバーできるのかということは具体的に

しっかり考えていければと思います。 

（コ） 

今のところで、建物がなくなるわけではな

いというのは、皆さんよろしいですか。今

までどおり部屋は使えるけども、支所の機

能の集約化というのは支所の職員がいなく

なるということでいいですか。集約化され

た支所に行けば今までの支所機能は残ると

いう意味でいいですか。 

 

 

（市長） 

そういうことです。 



（コ） 

ということは市民の方からすると、今まで

小学校区に１箇所あったけど、４つとか５

つの小学校区に１箇所になるので遠くなる

というデメリットがある。でも、そこに行

けば支所の職員さんはいるので、そこで対

面のサービスは一応は維持されるという理

解でいいですか。 

  

（市長） 

はい、そうです。 

（市評） 

では、老人や歩けない人は、そこまで行く

にはタクシーを乗るんですか。 

（市長） 

あそこに行けば今と同じような支所がある

のと、それと今の支所にこちらからお伺い

をしますので、今の支所でご相談いただく

ということになります。 

  

（市評） 

すぐに対応というときには待たないといけ

ないですね。 

（市長） 

そうですね。緊急性があることがどれくら

いあるのかということもこれから調べて、

それが週１回なのか、どれぐらいの頻度で

あれば皆さんのニーズに応えられるのかと

いうことを検討していきたいと思います。 

（市評） 

だから、障害者のようにタクシー券が出る

のか、巡回バスが出るのか。例えば、私は

瀬田地区ですけど、青山の人が瀬田地区の

瀬田市民会館ですか、そこまで来るのに歩

いてこられない。どうしろと言うんですか。 

（市長） 

そうですね。そこについては、これからで

すが、集約する支所の場所を選定するとき

には、なるべくではありますけれど公共交

通で来やすい場所、またなるべく駐車場が

大きい場所と選定していきます。ただ、お

っしゃっていただいた問題もあるので、例

えば本当にバスの便がありませんといった

地域には支所を３箇所残すということで

す。 

（市評） 

今、案は出ていますか。 

（市長） 

一旦は案を出しましたが、まさに今みたい

にいろんなご意見をお聞きして、よりよい

案にしていきたいと思っています。 

（審） 

私が一番心配していることは、市の職員が

いなくなることで、天災のときに、駆け込

んで誰もいない、指定管理者だから私はわ

からないという問題がある。熊本地震のと

きに指定管理者制度の施設では、指定管理

者と市との連携に問題があった。そういっ

た万が一のときに市の職員がいたら何とか

してくれるという安心感がある。 

（市長） 

現在、支所には災害対応、災害機能という

ものもあります。今大津市の体制でいいま

すと、災害があったときには初動支所班の

５名が支所に行くということになっていま

す。その５人の初動支所班の中に支所長、

支所にいる職員が含まれていますので、交

代しながら５人で対応するということにな

っています。支所が再編された後も５人の

初動支所班が対応するという点は変わりま

せん。ただ、支所から支所長、職員がいな

くなるので、地域に住んでいる職員がやる

というのが今後の計画です。これまで、い

ろんなケースがありました、大津市でも平

成２４年、２５年にすごく大きな災害があ



り、そのときは夜だったので、支所の職員

が来られませんでした。やはり地域に住ん

でいる職員が、夜であっても公共交通機関

がとまっていても行けるようにするという

ことが非常に大事なことと考えています。 

（コ） 

昨日見た支所の建物は、畳の部屋が６畳二

間ぐらいだったので、そこに小学校区の方

の皆さんが避難するというわけではなく

て、避難勧告や避難命令の前の自主的な避

難の場として使われるイメージですか。 

（市長） 

場所によっては避難場所として使われるこ

ともあるんですけれども、その役割よりも

大きいのは、地域で自主防災会議とか自治

会の方が集まって会議をされたり、地域の

本部的な機能として使われます。 

（コ） 

そうすると、各小学校区に市民センターが

あるが、避難所になるのは小学校。 

（市長） 

両方なっているところもあります。 

（コ） 

防災的拠点の機能があるので残るというこ

とですか。 

（市長） 

そうです。そこは残ります。 

（コ） 

ここに支所の職員がいなくなったとしても

市役所から何かあったら駆けつけて、今の

５人体制を維持する、今でも交代の計画に

なっているので、そんなに大きな影響はな

いということですね。 

 

（市評） 

比叡平から来ました。是非とも市民センタ

ーをなくさないようにお願いしてきてと頼

まれてきました。比叡平から市役所までバ

スで往復８００円します。それに電車代も

要ります。市民センターの人件費が高過ぎ

るのなら、もう少し減らす工夫をして存続

をしていただきたいと思います。地域の中

心として市民センターと小学校があるの

は、本当に比叡平に住んでいても心強いも

のです。だから、本当に市長さんにお願い

します。なくさないでください。 

（市長） 

ありがとうございます。心強いという気持

ちの問題と、また特に比叡平はバスと電車

で時間もお金もかかる。確かに集約される

支所へ行くとお金がかかるので、巡回相談

でどれぐらいカバーできるかというところ

をしっかり検討したいと思います。 

（市評） 

先ほど言われたように高齢者は結構歩けな

い、不自由であったり、そういった人にと

っては支所があってしかるべきと僕も思っ

ています。実際人件費のところを、証明書

発行数と年間人件費のところを見てみる

と、証明書発行件数がすごく少ないのに、

人件費というところは  増えているとい

うところも見受けられる。まずは、人件費

を削減していくことを考えてもらって、本

当に支所をなくしていくという考え方に至

るには、早いのではないかと思いました。 

 

 

 



（コ） 

人件費の話を説明したほうがいいですね。

例えば正規職員と嘱託職員で大体どれぐら

いかかっているのか。 

（市担） 

基本的に正規職員は、支所長ともう一人で

２人います。それ以外に嘱託職員がいます。

人件費は正規職員で１人当たり８００万円

ぐらい、嘱託職員で１人当たり３００万の

想定となっていて、それから臨時職員は２

００万の想定です。職員を減らしてはどう

かというご意見が多いんですけれども、交

代で休みをとったり、現金を収納したりし

ますので、幾ら証明の発行件数が少ないと

ころであっても、今のところ、最低４名の

職員を置いているのが現状です。 

（コ） 

全体の費用を減らすには、人数を減らすか

単価を減らすしかないですが、今の話だと

人数を減らすのはなかなか難しい、単価も

そういう意味では難しいということです

か。 

（市担） 

ほかの市町村でも、こういった支所、出張

所を設けていますが、結構、正規職員の配

置が多い。大津市は、嘱託、臨時職員が正

規職員のかわりをしているので人件費を抑

えているほうではないのかと認識していま

す。 

（市評） 

市民センターを、支所をなくしていくとい

うことですが、これからお年寄りが増えて

いく中で、例えば、私は支所を減らされて

も今は何とも思わないんですが、支所がや

ってるのは別に戸籍とかだけではないんで

す。京都から転入してきたときに転入届を

近くの支所でできると知ったときはすごく

驚きました。支所がやってる業務内容、非

常にたくさんありますので、その中でも例

えば戸籍は大きいところだけでやる、これ

以上減らせないという話でしたが、小さい

ところはもう少し人数を減らし、同じ支所

でも役割を変えていくことで何とかこの高

齢者の多い時代を乗り越えるまでは、支所

を閉めるのはもったいない。 

それから、災害の面から考えたときに、今

支所初動班５人とか置いてますが、ふだん

支所にいない方が来ても、どこに鉛筆があ

るか、どこに消しゴムがあるか、電話帳が

どこにあるか、そういうことさえわからな

い方が支所に夜中じゅう泊まっていたとし

ても、どれぐらいのことがいざというとき

にできるか。やはり、今ずっと支所にいて

くださる支所長とかが、いざとなったら自

分が出てこないといけないと多分思ってお

られますし、例えば大きな支所になってし

まうと地域全体を把握するのは非常に難し

いと思います。今ある支所のサイズという

のは、そういう意味では地域のどこの道路

が崩れたとか、しっかり把握して対応して

（市長） 

２点目の件は、コミュニティーセンターの

運営自体がどうなるのか、いろんな問題が

あるのではないかという点だったと思いま

す。今は、まちづくり協議会というのを想

定していまして、大津市でも既にまちづく

り協議会を法人として立ち上げてらっしゃ

るところもあります。そこではご心配され

てるのは、自治連合会の仕事ばかりやらさ

れるのではないかというようなところは、

大津市の事例、草津市の事例、県内のほか

の市、県外の市の事例を集めて、自治連合

会だけではなく、なるべく多くの方に入っ

てもらえるような組織づくりができるよう

になればと思っています。 

あとは、今、色々な重い役割があって、辞

めていかれるというお話もありましたが、

今後、まちづくり協議会にしたときには、

市から言われてやらないといけないという

ことではなく、地域でこれを重視してやり

ますということを決めて、めり張りをつけ

てやっていただくことを考えています。 

  



いくにはちょうどいいサイズなのかなと思

います。市の最前線で、市の職員が大津市

の細かいところを知っていてくれることは

すごく大事だし、市民にとっては非常に大

きな安心につながると思います。 

あと、地域が運営するということですが、

自治連合会も２年に１回自治連合会長がか

わったり、持ち回りの当番でやっていると

ころとかあると思います。そうすると、運

営していくということ自体も難しいです

し、今、自治会もう崩れています、抜けて

いく人が多い地域もありますし、しっかり

しているところもあると思いますが。その

中で維持していけるのか、本当に誰が受け

ていくのという、これ以上地域で重い役割

を持たせないでと言っている状況で、本当

にそれを引き受けてもらえるのか、ある程

度、市の職員が残るなり。また、地域でや

るとなったときに、雇った人の労務管理を

するという話で、地域の人が、労務局へ行

って雇用保険もやるというのは非常に効率

の悪いと思います。地域で貸し館をやって

いくと非常に不公平、それぞれの地域ルー

ルができていく。今、草津でそういうこと

になっていると聞いている。自治連合会が

仕切るので、結局、コミュニティーセンタ

ーの職員は、自治連合会のいろんな事務を

させられる。コミュニティーセンターで、

今まで公民館がやってきたような講座も一

生懸命やってきたけど、そうではなく、自

治連合会がやると自治連合会のやってほし

いこと、要するに、自分たちのいろんな行

事の事務をするようになりつつあるという

話をされていたので、これから先の大津の

未来の図なのかなと思ったりもします。 

（審） 

名古屋市は人口２３０万人に対して支所が

２４なので、３６カ所支所があると聞いて、

すごく驚きました。今の皆さんのお話では、

市役所の職員さんが誰もいなくて、相談す

るときに誰に相談したらいいかを不安に思

っているということ。名古屋市では２４カ

所でやっていけたりしますし、恐らく、職

員につないでいただけるような機能があっ

たりすると思うので、必ず支所として人を

置かなければいけないものではないという

印象です。 

例えば支所機能を集約してこの９億円が全

てなくなるとは思わないですが、節約した

お金を長寿安心窓口に投資される可能性も

 



あるということだったんですが、お金の使

い方は皆さんが決めることかもしれないで

すけど、そういう考え方もできると思いま

した。 

（市評） 

市民評価員の方の意見は、是非、集約しな

いでくれという意見が多かったと思いま

す。それだけではないということを皆さん

にお伝えする趣旨ですが、私は４年前に大

津市に転入してきまして、子供が３人、妻

と僕の５人家族で暮らしてます。４０代半

ばです。あと４０年ぐらいは生きるとは思

うんですけど、その先はもちろんわからな

いです。冒頭の市長のご説明のところで、

今後の人口がどう動いていくのか、そうな

ると収入がどうなっていくのか、それはも

ちろん皆さん、ここにいる方はわかってい

ることだと思います。 

一方で、支所はとても便利です、お金をそ

んなに払っているわけではないので、便利

なものはそれはあったほうがいい。でも、

３０年後、４０年後も同じように維持でき

るんですかというような観点で考えると、

自分たちの子供が同じようなサービスを４

０年後も受けれるんですか、このままでと

思わずにはいられない。そういう観点で、

今便利だからあったほうがいい、それはそ

のとおりだと。でも、３０年後はどうなん

ですかということをもっともっと考えてや

っていかないと、やっぱり痛みを分かち合

っていかないと成り立たないというのがこ

の行政の今の課題だと思うんです。より効

果的なところに、限られたお金を投資して

いってもらうというような趣旨でご提案い

ただいてると理解した上で、この難しい課

題を多くの人に賛同は難しくても納得して

もらえる形で是非進めていっていただきた

いなと思っています。 

 

（市評） 

コミュニティーセンターについてなんです

けど、市長さんはいいことしか言われてな

いですが、デメリットもかなりあるんでは

ないかと思います。センターは地域に任す

ということですが、当然、建物は老朽化も

するし、維持管理費用もかかりますが、そ

の辺はどのように考えておられますか。 

  

（市長） 

基本的には建物自体は大津市の建物である

ことに変わりないので、必要な修繕は大津

市でやります。ですので、日々の運営を地

域でやっていただくことを想定していま

す。 

（市評） 

地域というのはどう考えてますか。 

（市長） 

今は市民センターがある単位ですので、小

学校区という感じです。  



（市評） 

その管理者は誰が任命されるんですか 

（市長） 

地域で今想定しているのは、例えば、まち

づくり協議会、既に大津市でもあるんです

が、地域の自治会の方や社会福祉協議会で

すとか、いろんな会の方が入られて団体を

つくられて、その中で管理者も決められる

ということになります。 

  

（市評） 

地域の人にお任せという感じ。 

（市長） 

そうです。今、公民館のままですが、一部

の事業の委託を大津市の中でも既に６つぐ

らいの場所でやっています。そこで、地域

のどの方がやるかを決められています。 

  

（市評） 

ということは、まだはっきり決まってない

んですね。 

（市長） 

ここは決まってないです。 

（市評） 

まだ何年もかかりそうですか。 

（市長） 

これは、やはりそれぞれの地域の形もある

ので、今それぞれ６学区で、少し増えてき

ていますが、学区でやりたいとおっしゃっ

ていただいているところから取り組んでも

らっています。どういう方がやるというと

ころも地域ごとに決めて、まさに今やり始

めたばかりというところです。 

（市評） 

維持管理費用とか運営方法について、もう

少しデメリットも考えていただいて、十分

検討してください。 

（市長） 

もともとは当初想定していたスケジュール

があるんですが、いろんなご意見もお聞き

しながらスケジュールも含めてよりよい案

をつくっていきたいと思っています。実際

に、まさに進めていただいてる地域が、公

民館ですけれども、一部業務をやっていこ

うというふうに進めていただいている。そ

ういうものをモデルにしたり、そこで出て

きた課題を共有しながら進めていければと

思っています。 

（コ） 

まだまちづくり協議会の市民の方の認知度

がそんなに高くない感じですが、この辺の

ＰＲというのは余りしていないのですか。 

（市担） 

幾つかの学区では、まちづくり協議会とは

どういうものかという説明を始めていま

す。わかりにくいものですので、これから

もできるだけ地域の皆さんにまちづくり協

議会についての説明なりをしていきたいと

いうふうには思っています。 

（コ） 

自治会の連合とか子供会とか老人会とか自

主防災組織とかほか何でもいいんですけ

ど、そういう会が集まった団体みたいな感

じでいいんですか。 

 

  

（市担） 

はい。 



（コ） 

地域を代表して、そこがコミュニティーセ

ンターの運営をする、あるいは小学校区全

体をここが代表したり、その地区の課題を

考える、それでいいですかね。 

（市担） 

そうです。今は、公民館のままですが、地

域で少しずつ自主運営をすることをモデル

的に始めていただいてる学区もある。今は、

公民館の運営協議会という名前ですけど、

自治連合会であったり、老人会、福祉協議

会といった、各種団体の方が入って、公民

館を運営していくということをモデル的に

始めていただいてます。その中でまた課題

が出てくると思っていますので、課題を聞

きながら、私たちもいい形のものをお示し

をしていきたいなというのは思ってます。 

（コ） 

集約されることで、支所長は４人が１人に

なるので効率化はするだろう、コストは下

がるだろう、ただし、デメリットは、遠く

なるとか、この支所長が今までの４倍の領

域を本当にカバーできるのかどうか。そも

そも今の支所長でカバーできているのか。、

例えば、すごく長くそこに居られて、ここ

の地域のことは支所長に聞けば、あそこの

道路がどうとか、あそこで崖崩れが起きた

とか、結構ご存じなんですか。 

（市担） 

そうです。支所長は地域のことは十分理解

をしていると考えております。実際に、各

学区で、ここは災害が起こる可能性が高い

とかそういうことを地域の皆さんとも話を

していますので、そういった認識はあると

思っています。 

（コ） 

だとしたら、じゃあここの支所が集約され

たところの例えば学校の会議で、子供の見

守りが危ないみたいな会議があった場合

に、集約された支所いる支所長がそこへ出

かけていくイメージでいいですか。 

（市担） 

まだ具体的にそこまで考えられてないんで

すが、どうしても支所長の負担が大きくな

っていくことは当然ですし、地域のことに

ついては、そんなに広い地域を果たして１

人で把握できるのかということもあります

ので、本庁の職員等のあり方を考えていく

必要があると思っています。そこが大きな

課題だと思います。 

（審） 

瀬田は、瀬田北、瀬田東、瀬田南というこ

とですが、瀬田北と瀬田東と瀬田南は距離

にして大体どのくらいなんでしょうか。 

（市担） 

車で１０分程度から１５分程度で回れる。 

（審） 

車で１０分程度であれば、先ほどの支所長

が地域を把握できるのかという質問があっ

たと思うんですが、何となくですが多分把

握できるんじゃないかなという印象を受け

ます。人口が多い可能性がありますので、

それだったら限界ということもあります。

議論できるならばもしかしたら実現できる

んじゃないかなという印象を受けました。 

 

（審） 

支所は、地域の中心という心の支えみたい

な部分があるという話とか、交通の問題が

あるという話でしたが、例えば証明書１通

当たり６万円とか、１万円を超えていると

（市評） 

やはり税金というものは同じように使って

いただきたいので、結局いろんな意味で、

心の支えという表現、災害のときにしても、

６万円が１人当たり要るんですよという細



ころ、６万円のところが１カ所、１万円を

超えてるところが３カ所ありますが、それ

でも、是非残すべきだというようなご意見

なんですか。 

かいことはわかりませんが、できるだけみ

んなが何か心を持ってる、別に老人に対し

て何もかもしてほしいとは思ってませんけ

れど、今までどおりのことを続けていただ

きたいという気持ちなんです。その６万円

は、例えば一つの節税とおっしゃいました。

そのために支所をなくす、今のお話では、

そこに居た職員はどこへ行くんですか、違

う部署に行くと、そこで給料が要ります。

そして、私たちは困りました、足がなくて、

青山から瀬田支所まで歩いて行ける範囲で

はないです。そういう人たちが行かざるを

得ないときに、例えば家の登記簿を変える

とかそういうときの身分証明書とか、そう

いうときはタクシー券を出すのか。それと

も巡回バスを出すのか、そういう経費を見

ていくと、果たして本当に節税になるんで

すかということを聞きたいです。 

（コ） 

実際の効果が、例えば今４億円ぐらいとい

う話があって、ではほかのところで削減し

たらどうかという話がありましたが、正直

なかなか４億円という金額を削減できると

いうことは、余り想定できないというのが

一つあります。 

（市評） 

だから、私もそのお金はどういう形でとい

うのがわかりません。でも、こういうレビ

ューで支所がなかったほうがいいのか、あ

ったほうがいいのかとかいう問題に関して

は、恐らく市民の声としては欲しいんです。 

（市評） 

ですから、そういう人件費とか言われても、

いろんな意味では本当にそこでそれだけの

節税ができるのか。そして、私たち高齢者

のためには結局どういう形であるかという

ことを考えていただきたいんです。 

（コ） 

それはそうだと思います。あったほうがい

いというのはあります。 

（コ） 

支所機能を集約することで、１０億を６億

にできるかもしれない。でも、そしたら年

に１回住民票をとりに行くときに８００円

かかるとか歩いて行けないとか、誰かに車

に乗っけてもらわないといけない。でも、

年に１回だから市民がそれで我慢して、残

りの４億でほかにこういうサービスに使っ

てもらったほうがいいというふうに考える

か、今までどおり将来子供の代も孫の代も

このまま行ってほしいから、ほかのものを

我慢するかどうかという議論だと思いま

す。 

（市長） 

それは、本当に税金をどこに使うかという

問題だと思います。例えば、高齢者の方が

支所に行けるという状態から、より高齢化

をされて、本当に身よりもいなくなって、

特別養護老人ホームに入らなくてはいけな

いとなったときに、大津市では待っていた

だいてるんです。特別養護老人ホームをつ

くっていくためにもお金を使いたいし、そ

うすると手続のところでは少しご不便があ

っても、そういう特別養護老人ホームにお

金を使うという話だと思うんです。手続も

どこでも、できるだけ近くでできたらいい

し、またいろんな施設にも当然入れたらい

いというのが絶対いいんです。それができ

ない中でどれに優先順位をつけるかという

ことだと思います。 

 また、平等というお話も出ましたが、今

でもバスもなくて、車でしか行けないとい



うところはたくさんあるんです。なので、

そういう方でも、今も車で行ってるのでこ

れから違うところでも車で行きますという

方もいますし、今も、必ずしも全員が全員

恵まれた環境ではない。 

（市評） 

今受けてる住民サービスを削減するとか合

理化するということになると、大多数の住

民が反対されます。その反対を押し切って

説明をされる越市長の英断と誠意には敬意

を表します。みんなが反対される。しかし、

市役所を運営していくためには、先ほどか

ら何回も言ってます少子・高齢化、税収は

伸びることはないとここに書いてあります

が、伸びることはないんじゃなくて、減る

んです。したがって、その税金をどこで有

効に使うかという配分の問題だと思うんで

す。その説明一つ一つ、みずから出てきて、

みずから説明者となられる越市長に大津市

に住んでよかったなというふうに思いま

す。逆に言うと、そういった難しい問題は

一つ一つ是非善処して解決していただきた

いというふうに思っています。どうもあり

がとうございました。 

 

（コ） 

例えば、児童手当の手続きは、毎年あって、

子供を扶養してるということを証明するた

めに住民票をつけて申請するんですけど、

私の市役所での場合だと１階に住民票を出

す窓口があって、５階に子供のセクション

があるんですけど、１階で住民票を２００

円出してとって、５階に上がって子供の課

のところにそれを添付書類として出しま

す。当然、電算はつながっているんですが、

個人情報もあるし、民事上の手続だから国

で決めてるから住民票を添付をさせている

んですけど、そもそもこれって何とかなら

ないんですか。そういう話って庁内で出た

ことないんですか。 

（市担） 

全ての手続は法律的にそのルールが定めら

れており、私たち職員としてはそのルール

に基づいた事務手続をしなければならな

い、その中で所得証明の添付や住民票の添

付というのを紙で添付するということであ

れば、それは紙で添付していただかないと

次の手続に進めないということになってい

ます。冒頭、市長からありましたように、

今行政手続のオンライン化というのが国の

ほうでも進められてますし、これは全国各

市町村もそれに向けて取り組んでおります

ので、いずれは解消される方向にはなるの

ではないかなと思います。 

（コ） 

マイナンバーカードのときにオンラインの

手続でやったりという可能性はあるんです

けど、そもそも要らないという考え方もあ

るのではないかと思います。 

（審） 

実は市役所の中で、情報というのは課ごと

が持っているという前提になっていて、そ

れを相互に融通し合えないというのが各自

治体が持ってる個人情報保護情報の建前な

んです。それを勝手にとってくることはで

きないという建前があって、それはそれで

一概にいい面もあります。課税課が所得税

の情報を持ってますから、勝手に、知らな

い間に情報を住宅課や年金課に渡していて



差し押さえとかに来たら嫌だなみたいな、

そういうようなところが逆側の建前でござ

います。 

 

主な市民評価員

の 

評価シート 

特記記載内容 

・なくなるのではなく、老人センターとかコミュニティセンターと

か合同にできるのではないのか。 

・何故見直しの対象になるのか？市民が残してほしい一番身近なセ

ンターで、市側が勝手に決める（今回レビューに入れる）は絶対反

対です。 

・聞けば聞くほど、公民館として維持する意味があるのかな？と思

った。 

・支所の集約化に関しては、市民の利便性に最大限配慮しながら慎

重に行うべきであると今回のレビューを通して感じた。 

・難題に避難されるだろう課題に市長自ら説明し意見を問う姿勢に

対し英断と誠意に敬意を表する。 

・支所については、人件費削減して、必要となる事業に回すべきと

思います。 

・各支所の建物が残るのであれば、曜日を決めた週 2 回（火）(木）

は瀬田支所に行政の方が窓口にいてくださるなどできるのでは。平

日の全ての日を窓口にする必要はないと思われる。 

・支所機能をもつ市民センターを小学校の学区に一つ設ける必要は

ないと思う。 

・住民は市民センターの集約に不安を感じている。充分な説明が必

要。 

・実際に自分の住む地域のどこに支所機能が残るのか、不安が先に

きてしまう。 

・市民センター内の業務を減らせば、人員を減らし人件費の削減を

図ることが出来るのではないか 

・防災の面でも節税の面でも問題なく感じたので、進めて欲しい。 

・主旨説明は理解出来る。支所が多いのも事実である。総論は賛成

である。各論が問題である。どこに支所を残すかが課題である。 

 


